
























主な改正内容(抜すい)

　「特定遊興飲食店営業」とは、深夜において客
に遊興をさせ、かつ、客に酒類
の提供を伴う飲食をさせる営業
【主な規制】
●公安委員会の許可が必要
●営業可能な地域を限定
営業地域が限定されている。
ただし、限定された地域内で
あっても近くに病院等がある場合は許可を受
けることができない。
●営業時間の制限
県下全域､午前５時から午前６時まで営業は
できない。
●年少者の立入制限
保護者の同伴がない場合は、午後６時以降に18
歳未満の者を立ち入らせることはできない。

●営業所周辺における客の迷惑行為を
防止する措置をとら
なければならない。

●苦情処理に関する帳
簿を備え付けなけれ
ばならない。

●保護者同伴の場合は、午後６時以降も
16歳未満の者を入場させることがで
きる。

●午後10時以降
は、保護者同伴
の場合でも18
歳未満の者を
入場させるこ
とはできない。

県警からのお知らせ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律等の一部が改正されました！

平成28年６月23日施行

許可申請～平成28年３月23日から
※詳しくは、県警ホームページをご覧ください。

★特定遊興飲食店営業の新設
★深夜に風俗営業又は特定遊興飲食
　店営業を営む者の義務

★ゲームセンターへの入場規制の緩和
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